
 防災マニュアル  

（地震・火災・事故など非常災害・緊急時） 
 

１ 基本方針  

 ■ 「知らせる・消す・助ける・逃げる」ことが危機管理。  

   ○ サービス提供中の事故を、未然に防止する。  

   ○ サービス提供中の急変への対応、及び手当ての遅れをなくす。  

  

２ 避難情報への対応  

 ■ サービス提供時間前に、東大阪市に「避難勧告」「避難指示（緊急）」発令  

   → 営業休止  

 ■ サービス提供時間中に、東大阪市に「避難勧告」「避難指示（緊急）」が発令  

   → 営業終了、保護者等の状況確認、引渡（引受まで待機、保護）  

 ■ 「暴風警報」または「特別警報」が発令中  

   → 営業休止を検討する  

  

３ サービス提供時間内の非常災害への対応  

 ＜地震＞  

 

ドアを開ける、屋外へ退避、またはフロアに集まる 

                      ↓                           ↓  

情報収集、連絡    ガスの閉栓、初期消火、安否確認  

                ↓                          ↓  

避難、児童のケア、保護者へ連絡・引渡 

  

 ＜火災＞  

火事だ！と知らせる、屋外へ退避  

↓  

消防署へ通報、初期消火、安否確認  

↓  

避難、児童のケア、保護者へ連絡・引渡  

 

＜水害＞ 

ラジオ・Weｂなどで情報を収集する 

     ↓ 

警戒レベル２→避難・または帰宅を検討 

     ↓ 

警戒レベル３→残っている児童がいる場合、屋外・または２階へ避難 

 

 

 



 ■ 留意点  

  ○ 消火器の配置や、ブレーカーの位置は、日頃から意識しておく。  

  ○ 火事は一人では対応できない。とにかく人に知らせること。  

  ○ 「落ち着いて！」と言われても、人は落ち着かない。具体的に指示を出す。 

    → 「どこからどこへ逃げろ。ハンカチを鼻と口にあてろ。建物から離れろ。」  

  

 ■ 落ち着いた段階で  

  ○ ブレーカーの切断など、２次災害の発生を防止。  

  ○ 施設の破損状況や、周辺の危険性を確認。  

  ○ 震源地、規模、周辺の被害、交通状況の情報収集。  

   → 収集した情報は、ホワイトボードに記載、LINE するなどで共有化。  

  ○ 利用者の健康状態を確認、体調管理や不安感の軽減。  

 

  ＜けが・事故＞  

応急手当  

↓  

重度    軽度  

                        ↓                                      ↓                   ↓  

救急車を呼ぶ    保護者へ連絡    経過観察  

          ↓        ↓                 ↓          ↓ 

      救急車に同乗   保護者へ連絡           病院の受診       保護者へ連絡    

 

 ■ 重大事故の場合  

  ○ 府、市町に連絡し、取った処置を記録  

  ○ 損害賠償の検討  

  

４ 連絡先  

 ■関係機関  

 機 関  TEL  

消防  東消防署 072-983-0119 

警察  枚岡警察署  072-987-1234 

避難場所 縄手北小学校 0771-25-8251  

東大阪市 

東大阪市役所代表 06-4308-3000 

東大阪市保健所 072-960-3800 

障がい福祉部福祉事業者課 06-4309-3187 

障害者支援室 06-4309-3248 

府  障がい福祉企画課 06-6941-0351 

医療  長谷川医院 072-961-2074 

 



 ■スタッフ  
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児発管  林 貴美 

  

  

５ 情報収集 

■ 気象庁地震情報  https://www.jma.go.jp/bosai/#pattern=forecast&ar

ea_type=class20s&area_code=2722700 

■ おおさか防災ネット https://www.osaka-bousai.net/27227/index.html 

■ おおさか防災ネット 

地震情報 

https://www.osaka-

bousai.net/27000/zishin_info_202203312335.html 

 

  

６ 防災教育  

 ■ 避難訓練  

  ○ 避難訓練を、年に２回実施。  

   避難場所：縄手北小学校 

水害時、建物の安全が確認できた場合うぉーむの２階へ垂直避難 

 

  

縄手北小学校 

うぉーむ 
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